
 

第８回補助２６号線沿道地区街づくり懇談会 

次 第 

日 時：令和３年７月２０日（火）１８：0０～ 

会 場：北沢タウンホール ２階 ホール 

１．開会 

２．これまでの懇談会の振り返り 

３．意見交換 

＜テーマ＞ 

沿道の地区ごとの具体的な将来イメージ（建物の用途、高さなど） 

４．閉会 

 

 

 

  

  配布資料一覧   

【資料 1】 第 7 回街づくり懇談会の振り返り【要旨】 

【資料 2】 スクリーンに投影する資料の綴り 

【参考資料】 意見交換の進め方の綴り 

アンケートのお願い 

本次第の裏面に、「意見交換」で使用するふせん紙をご用意しています。→ 



 

●意見交換（第８回）のテーマ 

『沿道の地区ごとの具体的な将来イメージ 

（建物の用途、高さなど）』 

⇒ふせん紙は「意見交換」で使用します。 

ご意見をご記入ください。 

建物の用途、高さについて 
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１．第７回街づくり懇談会の開催概要 
 

【日 時】令和３（2021）年３月２１日（日）１０：００～１２：００ 

【会 場】北沢タウンホール１２階 スカイサロン 

【参加者】２３人 

【内 容】土地利用の現況等を踏まえ、沿道地区を４つの「地区」に区分し、「建物の用途」

「建物の高さ」「敷地の緑化」等の視点から、「地区」ごとにどのような建物が

建つと良いか、どれくらいの高さになると良いかなど具体的な将来イメージに

ついて、意見交換を行いました。 

《４つの「地区」》 

Ａ）主に戸建住宅やアパートなどがある地区 

Ｂ）都営住宅がある地区 

Ｃ）中学校や高等学校、大学等がある地区 

Ｄ）淡島通りとの交差部や三角橋交差点に位置し、住宅と店舗、事務所等が複

合する建物がある地区 

 
 

 

【懇談会の流れ】 

 

 

 

 

 

 

  

第１回 

↓ 

街づくりの 
実現化手法の検討 

沿道 
街づくり 
について 

第 2 回 

↓ 

第３回 
令和元年 

↓ 

第４回 
令和元年 

↓ 

第５回 
令和２年 

↓ 
第８回以降～ 

街の現状、 
課題等の検討 

第６回 
令和２年 

↓ 

第７回 
令和３年 

↓ 
 

地区の 
将来像の検討 

ルール策定
に向けた 
手続き等 

平成３０年度 
（２０１８年度） 

令和２年度 
（２０２０年度） 

令和元年度 
（２０１９年度） 

令和３年度 
（２０２１年度） 
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２．意見交換 
 

意見交換では、「沿道の地区ごとの具体的な将来イメージについて」をテーマとして、

参加者の皆様に各自のご意見やご質問を「ふせん」にご記入いただきました。 

ご意見やご質問については、「意見交換ボード」に貼り出し、皆様で共有するととも

に、街づくりアドバイザーの寺内義典教授（国士舘大学）からご助言をいただきなが

ら、意見交換を行いました。 

（１）地区ごとの将来イメージについて 

 

▷：ふせん ▶：発言 ⇒：当日の回答（＜ ＞内は回答者） 

建物の用途 ▷以前から住んでいる人々への配慮。 

▷若い世代の移入を促進し、街の活性化につなげるべきです。 

▷「子どもから高齢者」という表現は問題あり。障がい者や外国人に

とっても住みやすい街づくりの視点が必要。ダイバーシティ、イン

クルージョンで進めて下さい。 

▷空が広く緑が多い住宅主体の地域。 

▷日照確保や空が見えるような低層住宅用途の維持。 

▷静かで安全な街にしてほしい。 

▷学生向けの物件ばかりなので、家族で住むことのできる物件を増や

してほしい。 

▷マンションばかりだと何十年後には老人しかいない町になるのでは

ないか。 

▷補助２６号線に面したＡに中層マンションを建て、他地域に移転せ

ず住み続けられると良い。又、その建物の１～２階部に商業店舗を

導入し、住民に利便性を確保したい。 

▷将来的には１０ｍくらいのマンションができ、一階二階は店や病院

ができてほしい。 

▷目黒区側と世田谷区側で事情が異なるのではないか。世田谷区側は

病院も日用品店も徒歩１０分内にたくさんあるので、住宅地をわざ

わざそれに充ててほしくない。 

▷日用品店舗、コンビニ、カフェ。 

▷住宅が主体の地域。淡島通りの店舗が空いていたり、入れ替わりが

激しいことを考えるとカフェやレストランが簡単にできるという夢

■Ａ 主に戸建住宅やアパートなどがある地区 
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を見ないほうが良い。店を維持するのは簡単ではない地域だ。 

▷カフェは不要。 

▷レストランやコンビニ等は建てても経営が無理であろう。淡島通り

を見れば明らか。 

▷大通り沿いに商店街は無理です。下北沢でも茶沢通りよりは裏路地

沿いに商店が集まっています。池尻大橋は目黒区側に商店街が広が

り、世田谷区側は貧弱です。計画の失敗例。 

▷建物はパチンコ店、ゲームセンター、宗教施設は禁止。またワンル

ームマンションもゴミ等の問題が多く、数も十分にみえるので、も

う建てないでほしい。 

▷ホテルは治安が悪くなるので作らないでほしい。 

▷図書館が欲しい。 

▷図書館は受け取りのみの機能があれば良い。 

▶図書館じゃなくて図書室レベルでも良い。 

▷図書館を新しくつくるのではなく、無くなってしまったまちかど図

書室を整備し直してほしい。 

＜世田谷区＞ 

⇒図書館等の公共的な施設の設置については、区全体のバランスを考

慮した配置計画等に基づいて進めています。 

⇒沿道地区の近隣でいうと下北沢になりますが、京王井の頭線の高架

下において、図書館カウンターを整備する検討を行っています。図

書館カウンターは区内ですと三軒茶屋や二子玉川へ設置しており、

駅から近いところで頼んで借りることができるものです。検討段階

ですので、進捗に応じて、情報をお伝えしたいと思います。 

▷駒場東大前の公務員住宅跡地の整備計画などを知りたい。スーパー

や図書館などができたりしないのか？この地域だけで考えない方が

良い。 

▶下北沢に図書館カウンターができる話があったが、この地区だけで

考えていても近隣で同じようなものがあれば、そちらを使うことが

できる。例えば、駒場東大前の駅前の公務員住宅の空き地が何にな

ろうとしているのか、そこにスーパーや図書館ができるのであれば、

徒歩１０分圏内の所に同じものを作る必要はないように思う。その

ような情報をなるべく周知・共有していただいて議論したほうがい

いと思う。すごく狭い地域の人達が集まって議論しているので、ど

うしても近視眼的になる。全ての地区に同じものを誘致しても仕方
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ないので、その点議論いただければと思う。 

＜目黒区＞ 

⇒駒場東大前の公務員住宅跡地の計画ですが、検討状況について関係

者に確認し、お伝えしたいと思います。 

▷国有地の活用。図書館、緑地、災害時の避難所。 

▷国有地について（約６,０００㎡） 

・図書館が造られるといい。 

・空き家で物騒。落書きし放題になっている。 

・夜暗い。 

・人が住まなくなって久しい。 

道路作りと一緒に世田谷区として頑張ってほしい。 

▷公務員住宅の空地に公共施設（公園、図書館、児童館、病院、老人ホ

ーム等）を作ってほしい。 

▷広い敷地（会計検査院宿舎跡地）の活用→災害時に役立つ緑の広場、

避難場所。 

▷沿道西側（国有地）に公園設置。 

▷国有地。災害関連部品備品の倉庫。図書館はスペース上無理だと思

うが、図書室（本の貸借りが可能）が設置できるとよい。（近隣の青

少年会館に本機能があれば取り下げよ） 

▷国有地をポンプ施設にするなら、他の防災グッズ置き場としても活

用。 

▶国有地の跡地利用として防災関連グッズをしまう倉庫をつくる必要

があると思う。 

▷会計局の跡地利用は公園で子供や住民が集いの場所になるようお願

いします。 

▷下代田東地区会館をよく使っている人がいるので国有地もそのよう

に使ってほしい。 

▷井の頭線沿いの公務員住宅の活用は、進展があるのでしょうか？ 

▷６,０００㎡国有地有効利用委員会を立ち上げては如何？ 

区にｂａｃｋ ｕｐ願いたい。 

▷Ａの中央部分。防犯拠点として地域を守る交番を招致することは可

能ですか？ 

▶現在淡島通りにしか交番がない。行政の問題なのでできるかどうか

わからないが、Ａの部分の中間あたり（京王井の頭線の東西南北ど
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ちらでもよい）にできると良い。 

＜世田谷区＞ 

⇒沿道地区の近隣であれば、淡島通りや茶沢通りの付近に交番があり

ます。交番の設置については、警察により地域のバランスを考慮し

配置されているため、ご意見として受け止め、警察の方針を確認い

たします。 

＜街づくりアドバイザー＞ 

⇒交番の設置は難しいかもしれませんが、人通りが多いところは人目

が多いため安全だという話があります。人通りがどのようになるか

という視点は大事な点です。今回でいえば、道路の横断ができるよ

うな場所には子どもの通学など朝や午後に人が集まることが考えら

れ、人目が多く安全だということになります。また、カフェなどに

ついて商売が難しいだろうというような意見もありました。都市計

画のルールの中で、お店が建つようにしても実際出店があるとする

と人通りがある交差点部などが考えられます。１階部分にお店をつ

くるなどルールを定めている地区もありますが、そのような要望が

あれば、地区計画や地区街づくり計画の中で考えるのも良いかと思

います。その中で、防犯の視点など人目の多い交差点部を核として

考える道筋もあるのではないでしょうか。 

建物の高さ ▷高さは１０ｍで十分。高層化は反対。 

▷住宅が主体のまま高さは１０ｍ。 

▷現在の高さ制限を維持し、統一感のある街並みをつくる。 

▷建物の高さ制限を緩和することはＮＧ。特に道路の西側エリアは谷

側（代沢２丁目と代沢１丁目の境）の高さが低くなっているため、

制限緩和は後背エリアの住宅に与える影響大。 

▶図としてみると平面だが、実際は谷になっている。補助２６号線は

尾根筋を通っている。 

▷戸建住宅・アパート。高さ１５～１６ｍ。 

▷１０ｍ制限は緩くしてほしいが、３階程度の高さまでとし、そんな

に高い建物はやめてほしい。 

▷将来、道路が出来上がってからの建物の高さについては決まり次第

早く知りたい。自分の家を建て直すときの目安ができる。 

▷高い建物はせいぜい第二種低層住居専用地域程度で道路から５メー

トル以内にして欲しい。道路に隣接していない土地に高い建物は建

てないで欲しい。 
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▶道路の端から何メートルという設定の仕方だと思うので、３０ｍで

は少し広いので、５ｍか難しければ１０ｍなど狭い範囲でいいので

はないか。道路から離れているのに高い建物は少しやめてほしい。 

▷高い建物は幅２０ｍではなく、１０ｍ以下にして欲しい。 

▷沿道部分（道路から○○メートル）と道路から離れた部分（地域）を

切り離さず、一体のものとした計画をして欲しい。沿道部分にギリ

ギリ引っ掛からないために高い建物が建てられないのは可哀想。特

に代沢一丁目西側は斜面地であり、高い土地に高い建物ではひどい。 

＜コンサルタント＞ 

⇒高さを定める区域の幅については、用途地域と連動して定めること

があります。用途地域については、東京都の指定基準があり、原則

として２０ｍの幅で東京都が定めることになります。ただし、地域

の実情に応じて、地区計画でより細かく設定することもできます。 

建物等の形態

等 
▷どうしても高い建物を建てたいなら、庭木に十分な陽が当たる様に

都営住宅並の空間を確保し、道路や隣地からも離して建てて欲しい。 

▷狭小住宅や色彩を制限し、統一感のある街並みをつくる。 

▷日用品の店舗はあってもよいが、店舗のロゴ、看板の色に制限を設

ける。電光看板・音声を使った宣伝は禁止。（淡島通りでもあれだけ

「テナント募集中」の貼紙が目立つのでお店やレストランがやって

いけるか心配ですが。） 

▷京都でもないし、景観制限はそんなにしないでほしい。 

▷「建物の色彩の統一」という表現は誤解を招く。「トーンの統一」と

か「色の限定」とか具体性が必要。個人的にカラフルな色の街は好

き。 

▷建物の色彩等我々が意見を述べても住民の人はそれぞれの思いがあ

ると思います。その辺の兼ね合いは？ 

用途地域 ▷側道付近の用途地域の変更を急いで下さい。 

▷用途地域を変更してほしい。 

▷用途地域変更を速やかに！ 

▷用途地域変更を急いで下さい。都から建て替えを要請されましたが、

現状では動けません。 

防災対策 ▷道路に面する家は塀をコンクリートまたはブロックを不可としませ

んか。災害時にブロックが倒れて通行不可となったらいけないし、

子供がケガをしてもいけない。 
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▷塀の構造等我々が意見を述べても住民の人はそれぞれの思いがある

と思います。その辺の兼ね合いは？ 

▷防災に配慮した町づくりをどうやって進められるのか？ 

▷高い建物を建てて良いとなると震災時に倒壊、崩落が心配。対策を

してほしい。 

＜コンサルタント＞ 

⇒都市計画道路として広幅員の道路を整備すること自体が延焼が広が

らない街となります。また、建物の建て方として、より耐火性の高

い建物へ建替えることや豪雨などによる浸水被害を防ぐために各戸

で雨水タンクを設置するなど、様々な取り組みが防災街づくりにつ

ながります。 

みどり ▷生垣に統一して緑多い街にしたい。 

 

 ▷：ふせん ▶：発言 ⇒：当日の回答（＜ ＞内は回答者） 

建物の用途 ▷都営住宅の一部にスーパーを作ってほしい。 

▷都営住宅に年齢の違う家族が住まって欲しい。お互いを尊重して生活

出来るとよいと思う！ 

▷都営住宅内の道を散歩利用可として欲しい。 

▷駐車場を有効に使えるようにしてほしい。 

建物等の形態

等 
▷従来通り、建物同士の空間を空け、道路や隣地から離れた所に建てて

欲しい。 

防災対策 ▷老朽化対策をしっかりやってほしい。公営住宅の老朽化は地域のイメ

ージに大きな影響を与える。 

みどり ▷緑を活かした敷地の利用、オープンスペースの更なる緑化。 

▷より緑のある場所にしてほしい。 

▷現在の緑を維持する。 

 

 

 

 

 

 

■Ｂ 都営住宅がある地区 
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▷：ふせん ▶：発言 ⇒：当日の回答（＜ ＞内は回答者） 

建物の用途 ▷カフェ・レストランが少しあればよい。 

▷学校等の音漏れの配慮。 

建物の高さ ▷これ以上の高度化は望ましくない。駒場地区の東大先端科学技術研究

センターが景観を壊しているようなことにはなってほしくない。 

防災対策 ▷道なき住宅地の整備→災害に強い（水害・火災・地震等）地域づくり。 

みどり ▷大学等の良好な緑の環境の確保。 

▷東大の駒場キャンパスがあることはこの地域の誇りなので、なるべく

今の姿を残すようにしてほしい。木があれだけの高さになるには５０

年以上かかります。これだけは人間の力で早めることはできません。 

 

▷：ふせん ▶：発言 ⇒：当日の回答（＜ ＞内は回答者） 

建物の用途 ▷事務所・店舗。 

▷従来通りの用途で地下室マンションは避けて欲しい。 

建物の高さ ▷高い建物は避けて欲しい。 

▷４～５階建ての街並み。 

建物の形態等 ▷ある程度の店舗や会社の集積がすでにあるので、建物の色彩を揃える

などおしゃれな街へと発展させていきたい。 

みどり ▷東大や駒場公園の近くは緑が多い環境に配慮した開発を望む。 

 

▷：ふせん ▶：発言 ⇒：当日の回答（＜ ＞内は回答者） 

建物の用途 ▷意見交換の前に説明があったＡＢＣＤのイメージが理想すぎる。 

▷改装進行中の池之上小学校に区の施設（事務所）等の出先施設が有る

と良い。青少年会館の拡充化。 

建物の高さ ▷高さ等全体的に統一を取れたものにするには？ 

建物の形態等 ▷色等全体的に統一を取れたものにするには？ 

■Ｃ 中学校や高等学校、大学等がある地区 

■Ｄ 淡島通りとの交差部や三角橋交差点に位置し、住宅と店舗、事務所等が複合する

建物がある地区 

■沿道地区全体 
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＜コンサルタント＞ 

⇒地区計画で、建物の色彩などを整えることも考えられます。どのよう

にするのが良いか、皆さんと話し合い、決めていくのがこの場ですの

で、意見をいただければと思います。 

みどり ▷敷地の緑化は大切だと思う。桜等広葉樹は風で根が動き、防災には不

向き。 

その他 ▷土地の分割は相続等で致し方無いと思う。成城や田園調布の様な制限

は今さら無理だと思う。 

＜世田谷区＞ 

⇒成城は、学園都市として土地区画整理事業により整備した街で、街の

成り立ちの具合が沿道地区とは異なると考えています。成城では、６

ｍの道路により約２５０㎡という敷地を持つ区画が整備されていま

すが、相続があった場合には、その半分の１２５㎡以上にするという

ルールを「成城憲章」として自治会で定めています。 

 

（２）道路整備について 

▷：ふせん ▶：発言 ⇒：当日の回答（＜ ＞内は回答者） 

道路の横断 ▷補助２６号線の横断場所はどこになるのか。池ノ上、下北沢に出るの

に知りたい。それも国有地の利用との兼ね合いがあると思うが。 

▷代沢１丁目側。東西の渡しの位置。横断ルートの設定。 

▷道路の向こうとこちらを行き来する安全な手段がほしい。 

▷補助２６号線を渡る場所を増やしてほしい。 

▷補助２６号線と東西住宅地をつなぐ道路。又、横断する道路が不足し

ている。遠回りしなくてはならない。 

▷代沢１丁目地区の東西分断の緩和。富士中学校、下代田児童遊園まで

の距離が長い。地域地区にとって大切！ 

▷横断歩道の数が２本だけでは不便。もっと増やして欲しい。 

▷池ノ上小学校と富士中学校へ安全に通えて遠回りにならないように

してほしい。 

▷淡島通り近くに、補助２６号線の横断ルートを確保してほしい。 

掘割部分の上

空 
▷京王線南側の補助２６号線開口部に天蓋を設けて小公園とする案。そ

の後、どうなっているのか？ 

▷６,０００㎡の国有地有効利用と関連する小公園実現を是非希望す

る。６,０００㎡国有地地区と補助２６号線天蓋小公園地区は、防災倉



10 

庫や第２避難所として大切である。富士中学校まで行けない高齢者も

増える可能性もある。 

道路整備 ▷アンダーパス高さ４.５ｍとるのであれば、側道→地上のエレベータ

ー設置を！ 

▷エレベーターの設置が井の頭線との交差点付近に必要。 

▷エレベーターができれば淡島通りへ車イスで出やすい。坂道だと杖で

下るのは危ない。 

交通・騒音・振

動への配慮 
▷車の通行の増加による事故や環境悪化を防ぐ工夫。 

▷道路の振動について。昔、国道２４６号沿いの駒沢に住んでいました。

国道２４６号と首都高の振動で盆暮れ以外は建物がずっと共振して

いました。補助２６号線沿いには住宅地が広がりますが、昼夜を問わ

ず走る車の道路からくる振動対策をして欲しい。又は現状の工法の話

を聞きたい。 

▷排気ガスで空気が悪くならないようにしてほしい。 

水害対策 ▷暗渠があるので水害が心配。対策をお願いしたい。 

排水対策 ▷井の頭線のアンダーパス個所。ゲリラ豪雨となった場合、代沢１丁目

→北沢一丁目へ大量の雨量が流れ込むリスクが高い。排水措置の検討

が必要。 

▷水害対策。北沢一丁目の雨水は井の頭線の下を抜けて代沢一丁目と二

丁目の間（ハザードマップで青く塗られている）に入ります。なので、

これ以上水を流さないで欲しい。 

＜世田谷区＞ 

⇒京王井の頭線との交差部について、雨が降ると水が溜まることや冠水

して通行止めにならないかなどのご心配があると思いますが、東京都

としては、おそらく国有地の一部を利用し、水を汲み上げるポンプ施

設を整備する予定と聞いています。具体的な計画については、情報が

分かり次第お伝えしたいと思います。 

無電柱化 ▷井の頭線南側の狭い道路は電柱の地中化によってかなりストレスは

減ります。 

▷共同溝による無電柱化を進め、後に続く住宅等にもその恩恵が行き渡

る様にしてほしい。 

▷道路整備の折角の機会に無電柱化をしないのは、後々の財政負担とな

り、全くの無駄。実現すべき。 

▶都市計画道路は無電柱化が計画されているので、京王井の頭線の池ノ

上の駅から東へ向かうところなどは拡幅するだけではなく無電柱化
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してほしい。 

バス ▷バス路線の導入は可能でしょうか？ 

▷Ａ～Ｄ。道路を広げることにより、既住民にとってメリットになるバ

ス路線（地域巡回バス等）を設定して欲しい。 

▶アンダーパスになっているところの高さは何ｍくらい通れるのか、バ

スが通れる高さかどうか。 

▶フルサイズではなくミニバスでも良い。例えば、新宿に出るためには

一度Ｄの方へ行き、乗り換えが必要になり不便。ハーフサイズのバス

でも良い。 

▶先ほどのバスの件だが、現在は南北の交通がないので、道路ができる

と品川まで行ける交通機関になる可能性が将来的に十分ある。せっか

く新しく造るのだからバスが通れるようにした方が良いと思う。 

▶京王井の頭線沿いを駒場から神泉に向かって歩く間に京王井の頭線

の下をくぐるところがあるが、２．５ｍだった。４．５ｍはすごく高

いように思う。 

▶バスの件だが、２階建てバスでも高さは３．８ｍであるため、４．５

ｍあれば十分通れると思う。我々とすると渋谷に出るのは便利だが、

三軒茶屋まですごく不便なところなので、区でそのバスを設定してほ

しい。茶沢通りに出れば何本もバスがあるのは知っているが、是非区

にお願いしたい。 

＜世田谷区＞ 

⇒都市計画道路は、道路構造令に従い整備することから、基本的に車道

は４．５ｍ、歩道は２．５ｍの高さを確保しなければならないため、

バスやトラックも通れる道路になる予定です。 

⇒交通が不便な地域について、別のテーブルで議論していくことも考え

られるため、本日頂いた意見は区の担当部署に伝えます。 

道路工事 ▷道路を深く掘るので、法面工事が不安。きちんとした工事業者が工事

に当るのか？ 

▷およそ１０年近い工事期間中の通行の安全、防犯対策、騒音の防止に

留意してほしい。 

▷道路を掘り下げなければこういう心配はないのですが、調布の工事、

中日本の橋の鉄骨不足など、信頼できるのか？ 

▶外環道の工事で陥没した話で、もぐらのように掘っていけば良いがシ

ールド工法を用いると陥没してしまう恐れがあるため、今回も心配。 

▷道路に暗渠があり、実際陥没している場所もある。工事が始まると心
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配です。 

周辺道路 ▷補助２６号線の西側に住んでいますが、淡島通りに出るのも車利用で

は遠回りになり不便です。既住民も道路ができてよかったと思えるも

のにして欲しい。 

▷代沢１丁目西側エリア。今回の掘割道路建設に伴い、孤立しないよう

な通行ルート（特に自動車）の確保が必要。 

▷駒場東大前→池ノ上への井の頭線南側の道路を迂回することなく、車

が進めるように一方通行をなくしてほしい。 

▷建物よりまず道路整備が必要。ステッキをついて歩けないような細い

ガタガタ道や行き止まりも多い。 

▷Ａ～Ｄは高低差の大きい地域なので、それを活かした街づくりの機会

に人や自転車が通りやすい道路に改修して欲しい。  

▷大きな道路ができたとしても、住宅と住宅の間はとても狭く、消防車

も入れないような道でそれは不釣り合いではないか。 

▷救急車や消防車がどこまで入れるか、消火栓があるか、街灯があるか、

そちらを先に整備して欲しい。 

▷人や車等が通りやすく、災害時にも安全な道路整備。（区の道路の拡

張） 

▷井の頭線沿い南側の道路は拡幅が必要。（防災上の観点。救急車、消

防車通行。又は会計検査院跡地の活用用途） 

▷学校への通学時の安全。事故が起きないよう配慮した道路計画。(Ｂ

～Ｃ) 

▷淡島通りから北進する坂道は夜になると車のヘッドライトで、住居が

照らされる様になると思う。街路樹について、目隠しや光を防ぐ様な

街路樹を統一して植えて欲しい。また、植える間隔を狭くしてはいか

がだろうか。 

▷淡島通り沿いは斜面地でもあり、道路の出入りが困難。 

▷沿道地域の樹木計画は住民の意見を特に聞き入れて欲しいです。 

▷すべての区間で樹木、緑を多くして欲しい。 
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（３）街づくり懇談会について 

▷：ふせん ▶：発言 ⇒：当日の回答（＜ ＞内は回答者） 

懇談会の進行 ▷国や都に我々の要望を区経由で出しているが、その後の国や都の動き

が見えない。住民の要望実現の為に区として、もっと我々を使ってほ

しい。単なるガス抜、「やっぱりダメでした」で終らぬように頼みま

す。 

▷何故、東京都は出席しないのですか？ 

▶工事主体は東京都なので説明が聞きたい。実際に工事が始まれば知ら

なかったということがたくさんあると思う。 

意見について ▷少数派の意見も十分汲み入れた形で進行を（喫煙率３０％切ったから

と言って喫煙者居住禁止の街作りは無理）。人数制限した懇談会での

意見収集は無理が有るのでは？ 

▷地区計画や街づくり計画に触れるのであれば、もっと広い地域の人を

集めて議論するべきでは？ 

▶７回すべて参加しており、区の努力は買っているが、懇談会に参加す

る人は１割程度で、後で知らなかったという人が必ず出てくる。もう

やっているかもしれないが、高齢者やＰＴＡ、学校、町会などの意見

も聞いた方が良いのでないか。いろいろな意見を聞く努力をすること

を心においてこれからもやってほしい。 

＜世田谷区＞ 

⇒本日の懇談会はコロナ禍ということもあり、事前申込制とさせていた

だきました。会場はこれまで懇談会に参加いただいた方の人数から想

定し、準備していますが、参加いただける方の人数に合わせて会場を

工夫していきたいので、意見を頂ける方はぜひ参加していただきたい

と考えています。 
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３．アンケートの概要 

 

出席者のうち、１４人の方がアンケートに記入してくださいました。 

アンケートの設問は、「街づくり懇談会の感想」、「補助２６号線沿道地区の街づくりにつ

いて」、「その他」であり、ご記入いただいた内容は、次のとおりです。 

 

（１）街づくり懇談会の感想 

開催方法 ・対面式の懇談会も必要だが、オンラインでの開催も希望します。内

容は同じで良い。 

・２か月ごとに意見を聞いてみてはいかがでしょうか。 

案内方法 ・これからの会に参加できるか分からないので、ホームページなど

別の方法でも情報提供や意見の募集を行ってほしい。 

・地区計画や地区街づくり計画について触れるのであれば、もっと

広範囲（少なくとも代沢一丁目は全域）に周知するべきと考えま

す。「街づくりニュース」でも構わないので、全戸配布を行う必要

があるのではないでしょうか？ホームページで公開はしています

か？ 

・「街づくりニュース」を町会の回覧板に入れて、住民に関心を持っ

てもらえるようにしてほしい。 

進行 ・良かったと思います。もっと時間を増やして良いです。５時間から

６時間。 

・日程が合わずこれまで参加できなかったので、２時間は短すぎる

と感じた。 

・今回、初めて参加したため、前回の内容等は詳しく分からないが、

似たような内容が多かったと思う。他の方が話していたようによ

り深掘りをして考えていくことでイメージが湧いてくると思う。

また、なぜこういった意見を持ったのかを聞きたいと思った。 

・最初の説明が長い。メールの送信やホームページでの公開で資料

を事前に配布すれば良い。 

・まず意見交換について説明してから前回の振り返りを行えば、そ

の間に意見を書き込めたと思う。急いで意見を書くため、読む方が

読めなくなってしまう。 

・２０年から３０年後くらいの将来についての意見と、近い将来に

ついての意見が混ざっていたように感じた。 

・資料内の年の表記を和暦ではなく、西暦にしていただけないでし

ょうか。和暦の表記では何年前のことか分かりにくいです。 

・東京都の担当者の出席も必要である。 

・初めての参加です。今までの議論は資料で分かったが、道路につい
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てはどのような計画になっているのかよく分からなかった。 

その他 ・色々な意見が出て有意義だった。もっと多くの人が出席するとよ

い。うちのマンションの人に声を掛けようと思う。 

・色々な意見が出され、自分自身も参考になりました。 

・参加は２回目ですが、以前より参加者が増えたようにみえた。周辺

の道路工事の進捗をみて、参加者が増えたのかなとも思いました。

懇談会の運営方法はよく工夫されて、分かりやすい進め方だった

と思います。ありがとうございました。 

・とても理解しやすかったです。ありがとうございました。 

・毎回これだけのご準備をありがとうございます。 

・全部すばらしい意見は無理ですが、参加することに喜びを感じて

います。 

・今回出た意見が尊重され、実現される事を願っています。 

・多数の参加者を得て、広範囲の意見交換ができて有益な懇談会と

なりました。引き続き、前向きな活動を期待します。 

・意見を参考に今後も頼みます。 

・良い街づくり懇談会だと思う。内容は大変良く分かりました。 

・１０年くらい前に会合に出席した際は、反対派が多く会合が度々

ストップしていました。今回出席して、前向きに検討している方、

より良い街にしようと考える世田谷区・目黒区の方が集まったと

思った。 

 

（２）補助２６号線沿道地区の街づくりについて 

将来像 ・安全、安心な街づくりをお願いします。 

・交通量が増えると思うので、開放的な街づくりを行ってほしい。 

・駒場、北沢、代沢のエリアを周囲の地域の中で、どういうエリアに

していきたいのか考える必要があるなと感じました。 

・Ａ地区は広く、なかなか難しい面があると思う。 

・具体的には、現実に即して計画案を考えたらと思う。 

・２５年前に沿道地区に引っ越してきたとき、１０年後には周りの

家はみな建替えて、自宅の前に補助２６号線が整備されると聞い

たが、結局そのままだ。街づくりについて何かを決めて、それをど

う実現していくのかが分からない。補助２６号線の道路計画線の

周りは新築も多いため、今から何かをすることはできないのでは

ないか。 

・国有地の利用方法について、話を深めてほしい。 

道路の横断 ・参加は２回目です。補助２６号線の道路計画線に含まれる土地の

住民ではないですが、補助２６号線の整備によって町会の東西が
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分断されるのを心配しています。 

周辺道路 ・補助２６号線の副道付近の車の出入りを心配している方が多いで

す。 

・周辺の道路を拡幅する場合は用地を確保する必要があるかと思い

ますが、区ではそういう予算をつける予定はありますか？ 

・補助２６号線の両側に接する道路はどのように進んでいるのか、

情報がほしいです。 

道路構造 ・淡島通りからトンネルにする方が立ち退きは減る。再考できない

のでしょうか。 

必要性 ・補助２６号線がなぜ必要なのか、整備すると周辺地域にどのよう

な影響があるのか、データを示して説明してほしい。なぜ道路を作

るのか分からない。 

道路の状況 ・補助２６号線の計画線が変更になったり、まだ用地確保が進まな

かったりしているので、今後どれくらいかかるのか、現状の進捗も

具体的に知らせていただきたいと思いました。住民にとっては補

助２６号線の完成が１０年先になるか、２０年先になるかで、話が

変わると思う。懇談会とは直接関係ないかもしれませんが、用地確

保がどれくらい進んでいるのかも知りたいです。 

 

（３）その他 

その他意見 ・補助２６号線の道路計画線から沿道１０ｍくらいのところに住ん

でいるので、正直、心配である。もうこの景色がなくなると思うと、

歩いていても涙が出ます。 

・東京都も用地の購入や建替えをむやみに進めるのはやめてほしい 

です。 

懇談会について ・補助２６号線に関する東京都の対応が遅れており、住民の意見を

まとめるための時間ができていると思います。町会でもしっかり

と住民の意見をまとめて出すよう、要望してはいかがでしょうか。 

・コロナ禍でこちらも余裕がなくなっているので、早急に議論を進

めるのはやめてほしいです。 
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当日の「意見交換ボード」 
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４．東京都からの回答 

 

（１）補助２６号線の計画について 

意見： 

・補助２６号線がなぜ必要なのか、整備すると周辺地域にどのような影響があるのか、

データを示して説明してほしい。なぜ道路を作るのか分からない。 

●本路線の整備により、南北方向の交通の円滑化が図られるとともに、安全で快適

な歩行空間と自転車の走行空間が確保され、地域の快適性や安全性が向上します。 

●道路空間を確保することで延焼遮断帯を形成し、地域の防災性が向上します。 

●電線類地中化や街路樹の植栽により、良好な都市景観を創出します。 

 

意見： 

・補助２６号線の計画線が変更になったり、まだ用地確保が進まなかったりしているの

で、今後どれくらいかかるのか、現状の進捗も具体的に知らせていただきたいと思い

ました。住民にとっては補助２６号線の完成が１０年先になるか、２０年先になるか

で、話が変わると思う。懇談会とは直接関係ないかもしれませんが、用地確保がどれ

くらい進んでいるのかも知りたいです。 

・コロナ禍でこちらも余裕がなくなっているので、用地の購入や建替えをむやみに進め

ることはやめてほしいです。 

 

（２）道路の構造について 

１）掘割部分について 

意見： 

・京王線南側の補助２６号線開口部に天蓋を設けて小公園とする案はどうなっている

のか。 

・６,０００㎡の国有地有効利用と関連する小公園実現を是非希望する。６,０００㎡国

有地地区と補助２６号線天蓋小公園地区は、防災倉庫や第２避難所として大切であ

る。富士中学校まで行けない高齢者も増える可能性もある。 

●震災時火災においては、東京都震災対策条例に定める避難場所への一時避難、地

元区が指定する指定避難所への避難等が基本となります。 

●本路線の早期整備を求めるご意見も確認しておりますので、今後、地元区等の意

向も確認しながら、上記整備の要否などについて引き続き検討していきます。 

  

●事業期間は、令和元年度から令和 12 年度としています。 

●なお、補２６代沢の用地取得に係る問合せ先は、以下のとおりです。 

◇ 東京都第二建設事務所用地第一課（電話：０３－３７７４－８１２１） 
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意見： 

・エレベーターの設置が京王井の頭線との交差点付近に必要。 

・アンダーパス高さを４.５ｍとるのであれば、側道から地上へ出るエレベーターの設

置をしてほしい。 

・エレベーターができれば淡島通りへ車イスで出やすい。坂道だと杖で下るのは危な

い。 

 

意見： 

・淡島通りからトンネルにする方が立ち退きは減る。再考できないのでしょうか。 

 

２）既存の道路の接続について 

意見： 

・淡島通りは斜面地でもあり、道路の出入りが困難。 

・代沢１丁目西側エリア。今回の掘割道路建設に伴い、孤立しないような通行ルート

（特に自動車）の確保が必要。 

・補助２６号線の副道付近の車の出入りを心配している方が多いです。 

 

（３）街路樹について 

意見： 

・淡島通りから北進する坂道は夜になると車のヘッドライトで、住居が照らされる様

になると思う。街路樹について、目隠しや光を防ぐ様な街路樹を統一して植えて欲

しい。また、植える間隔を狭くしてはいかがでしょうか。 

●アンダーパス部等を除いて、歩道部には植樹帯を配置し、街路樹を植栽する計画

としています。 

●なお、樹種の選定に当たっては、交通条件及び沿道条件並びに地域条件等を総合

的に勘案して決定していきます。 

 

●周辺における主要な施設配置や既存の歩行者・自転車等の動線に配意し、交通管

理者や地元区と協議しながら、道路構造の詳細を検討していきます。 

●本路線の整備においては、アクセス機能も備えるため、交差道路や沿道施設への

出入りなどについて考慮した道路構造としています。 

●また、火災の延焼防止や震災時における通行空間にも配慮し、必要な道路空間を

確保する必要があります。 

●既存の交差道路との接続については、今後、交通管理者や地元区と協議しながら、

詳細に検討していきます。 
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（４）道路の横断について 

意見： 

・補助２６号線の横断場所はどこになるのか。池ノ上、下北沢に出るのに知りたい。 

・代沢１丁目側。東西の渡しの位置。横断ルートの設定。 

・道路の向こうとこちらを行き来する安全な手段がほしい。 

・補助２６号線を渡る場所を増やしてほしい。 

・補助２６号線と東西住宅地をつなぐ道路。又、横断する道路が不足している。遠回

りしなくてはならない。 

・代沢１丁目地区の東西分断の緩和。富士中学校、下代田児童遊園までの距離が長い。 

・横断歩道の数が２本だけでは不便。もっと増やして欲しい。 

・池ノ上小学校と富士中学校へ安全に通えて遠回りにならないようにしてほしい。 

・淡島通り近くに、補助２６号線の横断ルートを確保してほしい。 

・淡島通りに出るのも車利用では遠回りになり不便です。既住民も道路ができてよか

ったと思えるものにして欲しい。 

●周辺における主要な施設配置や既存の歩行者・自転車等の動線に配意し、歩行者

等の安全確保を前提とした適切な横断場所について、交通管理者と協議を実施し

ながら整理していきます。 

 

（５）道路工事について 

意見： 

・道路を深く掘るので、法面工事が不安。きちんとした工事業者が工事に当るのです

か。 

・およそ１０年近い工事期間中の通行の安全、防犯対策、騒音の防止に留意してほし

い。 

・道路を掘り下げなければこういう心配はないのですが、調布の工事、中日本の橋の

鉄骨不足など、信頼できるのですか。 

・外環道の工事で陥没した話で、もぐらのように掘っていけば良いがシールド工法を

用いると陥没してしまう恐れがあるため、今回も心配である。 

・道路に暗渠があり、実際陥没している場所もある。工事が始まると心配です。 

●工事期間中の通行の安全等に係る内容については、工事に着手する前段で、沿道

の皆さまに対し、工事計画の概要を説明致します。 

●施工中は、低騒音型、低振動型の建設機械や排ガス対策型建設機械を使用するな

ど、騒音対策にも留意し、工事を進めていきます。 

●なお、鉄道交差部の施工時の工法については、基本的には線路の受桁を設置する

工法を想定しております。 
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（６）完成後（開通時）の振動や排気ガスへの対策について 

意見： 

・排気ガスで空気が悪くならないようにしてほしい。 

・道路の振動について。昔、国道２４６号沿いの駒沢に住んでいました。国道２４６

号と首都高の振動で盆暮れ以外は建物がずっと共振していました。補助２６号線沿

いには住宅地が広がりますが、昼夜を問わず走る車の道路からくる振動対策をして

欲しい。又は現状の工法の話を聞きたい。 

・車の通行の増加による事故や環境悪化を防ぐ工夫。 

 

（７）排水対策について 

意見： 

  ・ゲリラ豪雨となった場合、代沢１丁目から北沢一丁目へ大量の雨量が流れ込むリス 

クが高い。井の頭線のアンダーパス部分に排水措置の検討が必要。 

  ・北沢一丁目の雨水は井の頭線の下を抜けて代沢一丁目と代沢二丁目の間に流れるこ

とになります。水害対策が必要。 

●京王井の頭線との交差部における排水対策については、別途排水処理のための施

設を整備する予定です。 

●今後、具体の整備箇所や規模等に係る検討を進めていきます。 

 

（８）街づくり懇談会の出席について 

意見： 

・東京都の担当者の出席も必要である。 

・何故、東京都は出席しないのですか。 

 

●振動・大気・騒音については、今回整備する補２６代沢と同規模の都道での測定結

果を調査し、いずれも環境基準以下であることを確認しております。 

●整備に当たっては、「世田谷区環境基本条例」に基づく環境配慮制度に則り、本事

業を実施することによる環境影響及びそれに対する配慮方針について、検討を行

っております。 

●街づくり懇談会は、住民等の皆様と「沿道の街づくり」について意見交換する場で

あるため、出席しておりません。 

●街づくり懇談会での「補２６代沢の整備」に関するご意見は、区を通じて情報共有

しております。 

●「補２６代沢の整備」に係る問合せ先は、以下とおりです。 

◇ 東京都第二建設事務所工事第一課（電話：０３－３７７４－９００２） 
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５．区からの回答 

 

意見： 

＜Ａ 主に戸建住宅やアパートなどがある地区 について＞ 

・以前から住んでいる人々への配慮。 

・若い世代の移入を促進し、街の活性化につなげるべきです。 

・「子どもから高齢者」という表現は問題あり。障がい者や外国人にとっても住みやすい

街づくりの視点が必要。ダイバーシティ、インクルージョンで進めて下さい。 

・空が広く緑が多い住宅主体の地域。 

・日照確保や空が見えるような低層住宅用途の維持。 

・静かで安全な街にしてほしい。 

・学生向けの物件ばかりなので、家族で住むことのできる物件を増やしてほしい。 

・マンションばかりだと何十年後には老人しかいない町になるのではないか。 

・補助２６号線に面したＡに中層マンションを建て、他地域に移転せず住み続けられる

と良い。又、その建物の１～２階部に商業店舗を導入し、住民に利便性を確保したい。 

・将来的には１０ｍくらいのマンションができ、一階二階は店や病院ができてほしい。 

・目黒区側と世田谷区側で事情が異なるのではないか。世田谷区側は病院も日用品店も

徒歩１０分内にたくさんあるので、住宅地をわざわざそれに充ててほしくない。 

・日用品店舗、コンビニ、カフェがほしい。 

・住宅が主体の地域。淡島通りの店舗が空いていたり、入れ替わりが激しいことを考え

るとカフェやレストランが簡単にできるという夢を見ないほうが良い。店を維持する

のは簡単ではない地域だ。 

・カフェは不要。 

・レストランやコンビニ等は建てても経営が無理であろう。淡島通りを見れば明らかで

ある。 

・大通り沿いに商店街は無理です。下北沢でも茶沢通りよりは裏路地沿いに商店が集ま

っています。池尻大橋は目黒区側に商店街が広がり、世田谷区側は貧弱です。計画の

失敗例。 

・建物はパチンコ店、ゲームセンター、宗教施設は禁止。またワンルームマンションも

ゴミ等の問題が多く、数も十分にみえるので、もう建てないでほしい。 

・ホテルは治安が悪くなるので作らないでほしい。 

 

＜B 都営住宅がある地区 について＞ 

・都営住宅の一部にスーパーを作ってほしい。 

・都営住宅に年齢の違う家族が住まって欲しい。お互いを尊重して生活出来るとよいと

思う。 

・都営住宅内の道を散歩利用可として欲しい。 
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・駐車場を有効に使えるようにしてほしい。 

 

＜Ｃ 中学校や高等学校、大学等がある地区 について＞ 

・カフェ・レストランが少しあればよい。 

・学校等の音漏れの配慮。 

 

＜Ｄ 淡島通りとの交差部や三角橋交差点に位置し、住宅と店舗、事務所等が複合する

建物がある地区 について＞ 

・事務所・店舗。 

・従来通りの用途で地下室マンションは避けて欲しい。 

 

＜沿道地区全体 について＞ 

・意見交換の前に説明があったＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄのイメージが理想すぎる。 

・改装進行中の池之上小学校に区の施設（事務所）等の出先施設が有ると良い。青少年

会館の拡充化。 

・安全、安心な街づくりをお願いします。 

・開放的な街づくりを行ってほしい。 

 

意見： 

＜国有地（会計検査院宿舎跡地）について＞ 

・国有地の活用。図書館、緑地、災害時の避難所。 

・国有地について、空き家で落書きし放題になっているため物騒である。また、人が住

まなくなって夜は暗い。国有地の利用は道路作りと一緒に世田谷区として頑張ってほ

しい。 

・国有地をポンプ施設にするなら、防災グッズ置き場としても活用。 

・会計検査院宿舎跡地の活用は、災害時に役立つ緑の広場、避難場所としてほしい。 

・会計局の跡地利用は公園で子供や住民が集いの場所になるようお願いします。 

・公務員住宅の空地に公共施設（公園、図書館、児童館、病院、老人ホーム等）を作って

ほしい。 

●令和３（2021）年７月２０日に開催する第８回懇談会においては、将来的にも現

在のままの環境がよいのか、都市計画道路の整備を契機に、一定規模の店舗や飲

食店なども立地できるようにすることが望ましいと考えるのか、これまでの意見

交換を踏まえ、皆様の考えの真意をうかがうことができるような意見交換をさせ

ていただきたいと考えています。 
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●会計検査院宿舎跡地について、国は、令和３（2021）年５月３１日時点において

「本財産に係る土地利用のあり方を含め、処分方針検討中である」としています。 

●世田谷区では、敷地内の高低差が大きいなど活用には課題が多いことから、現時

点において一部活用を含めて国に対して要望は行っておりません。今後の都市計

画道路の整備の進捗状況を見定めた上で、活用を検討していきます。 

 

意見： 

・国有地について、図書館はスペース上無理だと思うが、図書室（本の貸借りが可能）

が設置できるとよい。（近隣の青少年会館に本機能があれば取り下げてよい。） 

 

意見： 

・駒場東大前の公務員住宅跡地の整備計画などを知りたい。そこにスーパーや図書館が

できるのであれば、徒歩１０分圏内の所に同じものを作る必要はないように思う。そ

うした情報をなるべく周知・共有していただきたい。 

 

 

●青少年交流センター池之上青少年会館には、本や絵本、マンガをその場で自由に

お読みいただける機能はございますが、予約資料の貸出、返却、予約、利用者登録

等が行える「図書館カウンター」の機能はありません。 

●国有地については、今後の都市計画道路の整備の進捗状況を見定めた上で、活用

を検討していきます。 

●目黒区では、駒場東大前駅前の国有地の活用について、国と連携しながら検討を

進めています。令和２（2020）年１１月には跡地活用の区の考え方（「活用方針」）

をまとめ、国に提出しました。国は、これを踏まえて、令和３（2021）年３月、

「利用方針」を策定しました。 

●利用方針の概要は以下の通りです。 

導入すべき施

設等 

①防災備蓄倉庫 ②コミュニティ拠点 ③スーパーマーケ

ット ④特別養護老人ホーム等 ⑤歩行空間・広場 

導入が望まし

い施設等 

①地域交流施設（カフェやワークテラスなど） ②居住環

境向上施設（クリニックや飲食店など） 

※敷地を北側：約７,０００㎡と南側：約３,０００㎡に分割し、北側は国が二段階

一般競争入札により事業者を選定、南側は特別養護老人ホーム等敷地として区

が公募により事業者を選定します。 

●令和３（2021）年度は、事業者決定に向けて取組みを進めており、進捗に応じ

て、地域に情報発信をしていきます。 
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意見： 

＜Ａ 主に戸建住宅やアパートなどがある地区 について＞ 

・補助２６号線と京王井の頭線の交差部付近に、防犯拠点として地域を守る交番を招致

することは可能ですか。 

・現在淡島通りにしか交番がない。行政の問題なのでできるかどうかわからないが、補

助２６号線と京王井の頭線の交差部付近にできると良い。 

 

意見： 

＜Ａ 主に戸建住宅やアパートなどがある地区 について＞ 

・建物の高さは１０ｍで十分。高層化は反対。 

・現在の高さ制限を維持し、統一感のある街並みをつくる。 

・建物の高さ制限を緩和することはＮＧ。特に道路の西側エリアは谷側の高さが低くな

っているため、制限緩和は後背エリアの住宅に与える影響が大きい。 

・戸建住宅やアパートの高さは１５～１６ｍが望ましい。 

・１０ｍ制限は緩くしてほしいが、３階程度の高さまでとし、そんなに高い建物はやめ

てほしい。 

・将来、道路が出来上がってからの建物の高さについては決まり次第早く知りたい。自

分の家を建て直すときの目安ができる。 

・高い建物が建つのは、道路から５ｍ以内にして欲しい。道路に隣接していない土地に

高い建物は建てないで欲しい。 

・沿道部分（道路から○○メートル）と道路から離れた部分（地域）を切り離さず、一

体のものとして計画してほしい。 

 

＜Ｃ 中学校や高等学校、大学等がある地区 について＞ 

・これ以上の高度化は望ましくない。 

 

＜Ｄ 淡島通りとの交差部や三角橋交差点に位置し、住宅と店舗、事務所等が複合する

建物がある地区がある地区 について＞ 

・高い建物を避けて欲しい。 

・４～５階建ての街並みを望む。 

 

●交番や派出所、駐在所等の設置は、警視庁が各所管区の面積、所管区内の居住人

口、街の形成、犯罪等の発生状況、隣接交番等からの距離などのほか、住民の意向

などを総合的に勘案して決定しています。なお、現在の各交番等の管轄は、「淡島

通交番」：代沢１丁目や２丁目など、「下北沢交番」：北沢１丁目や２丁目など、「駒

場一丁目駐在所」：駒場４丁目１～９などとなっています。 
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＜沿道地区全体について＞ 

・高さ等全体的に統一を取れたものにするにはどうすればいいのか。 

 

意見： 

＜Ａ 主に戸建住宅やアパートなどがある地区 について＞ 

・どうしても高い建物を建てたいなら、庭木に十分な陽が当たる様に都営住宅並の空間

を確保し、道路や隣地からも離して建てて欲しい。 

・狭小住宅を制限し、統一感のある街並みをつくる。 

 

＜Ｂ 都営住宅がある地区 について＞ 

・従来通り、建物同士の空間を空け、道路や隣地から離れた所に建てて欲しい。 

 

意見： 

＜Ａ 主に戸建住宅やアパートなどがある地区 について＞ 

・日用品の店舗はあってもよいが、店舗のロゴ、看板の色に制限を設ける。電光看板・

音声を使った宣伝は禁止。 

●世田谷区では、都市計画道路の沿道街づくりとして、地区計画等を道路沿道にお

いて路線的で定める場合は、道路整備後の土地利用の目標、地域の特性や用途地

域の指定基準を勘案し、原則として都市計画道路の計画線から２０ｍの範囲を基

本としています。 

●その上で、令和３（2021）年７月２０日に開催する第８回懇談会においては、補

助２６号線の道路計画線から２０ｍの範囲に建つ建物の高さについて、将来的に

も現在のままの制限がよいのか、都市計画道路の整備を契機に、一定の高さの建

物も立地できるようにすることが望ましいと考えるのか、これまでの意見交換を

踏まえ、皆様の考えの真意をうかがうことができるような意見交換をさせていた

だきたいと考えています。 

●敷地の狭小化による建て詰まりを防止するために、現在、区では、商業系の用途地

域を除いて、敷地面積の最低限度を定めており、世田谷区代沢１・２丁目、北沢１

丁目、目黒区駒場４丁目の「第一種低層住居専用地域」では、建物を建てる際に必

要な敷地面積の最低限度を８０㎡としています。それ以外の住居系の用途地域で

は、敷地面積の最低限度を６０㎡としています。この敷地面積の最低限度は、「地

区計画」において地区独自のルールとしてより厳しく制限することもできます。 

●隣の建物との間隔を確保することで、日照・通風、プライバシー、緑地空間の確保

などが期待できるため、「地区計画」において、敷地の境界線から建物の外壁まで

の距離の制限を定めることもできます。 

●今後、皆様のご意見を踏まえ、両区で調整した上で、提案をさせていただき、皆様

と意見交換をさせていただきたいと考えています。 
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・京都でもないし、景観制限はそんなにしないでほしい。 

・「建物の色彩の統一」という表現は誤解をまねく。「トーンの統一」とか「色の限定」

とか具体性が必要。個人的にカラフルな色の街は好き。 

・建物の色彩等我々が意見を述べても、住民の人はそれぞれの思いがあると思います。

その辺の兼ね合いはどうなのか。 

 

＜Ｄ 淡島通りとの交差部や三角橋交差点に位置し、住宅と店舗、事務所等が複合する

建物がある地区 について＞ 

・ある程度の店舗や会社の集積がすでにあるので、建物の色彩を揃えるなどおしゃれな

街へと発展させていきたい。 

 

＜沿道地区全体について＞ 

・色等全体的に統一を取れたものにするにはどうすればいいのか。 

 

意見： 

＜Ａ 主に戸建住宅やアパートなどがある地区 について＞ 

・側道付近の用途地域の変更を急いで下さい。 

・用途地域を変更して欲しい。 

・用途地域の変更を速やかにしてほしい。 

・用途地域変更を急いで下さい。都から建て替えを要請されましたが、現状では動けま

せん。 

●「地区計画」や「世田谷区の地区街づくり計画」では、「建築物等の形態又は色彩

その他の意匠の制限」として、建物や工作物の屋根や外壁の色彩や、屋外広告物の

材質や形態などのルールを定めることができます。 

●世田谷区内の「地区計画」及び「地区街づくり計画」においてこの規定を定めてい

る地区の多くは、「形態、色彩、意匠は、周辺の街並みとの調和を図る。」などとし

て緩やかな誘導を図っていますが、色合い、明るさ、鮮やかさを数値化したマンセ

ル値という数値規定を用いて誘導することもできます。 

●屋外広告物については、「地区計画」において点滅するような光源の使用を制限し

たり、映像装置を用いた広告物の設置を制限したりすることもできます。 

●今後、皆様のご意見を踏まえ、両区で調整した上で、提案させていただき、皆様と

意見交換をさせていただきたいと考えています。 
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意見： 

＜Ａ 主に戸建住宅やアパートなどがある地区 について＞ 

・道路に面する家は、ブロック塀を不可としませんか。災害時にブロックが倒れて通行

不可となったらいけないし、子供がケガをしてもいけない。 

・塀の構造等我々が意見を述べても住民の人はそれぞれの思いがあると思います。その

辺の兼ね合いはどうなのか。 

・防災に配慮した街づくりをどうやって進められるのか。 

 

＜Ｃ 中学校や高等学校、大学等がある地区 について＞ 

・道なき住宅地の整備による、災害に強い地域づくり。 

 

意見： 

＜Ａ 主に戸建住宅やアパートなどがある地区 について＞ 

・生垣に統一して緑多い街にしたい。 

 

＜Ｂ 都営住宅がある地区 について＞ 

・緑を活かした敷地の利用、オープンスペースの更なる緑化。 

・より緑のある場所にしてほしい。 

・現在の緑を維持する。 

 

●令和３（2021）年７月２０日に開催する第８回懇談会による意見交換を踏まえ、

今後の街づくり懇談会において、沿道地区の将来像及び沿道の地区ごとの具体的

な将来イメージを実現していくための具体的な方策の一つとして、用途地域につ

いても、意見交換をさせていただきます。 

●なお、用途地域は東京都が決定するため、今後、皆様のご意見を踏まえながら、東

京都と協議を進めていきます。 

●「地区計画」や「世田谷区の地区街づくり計画」においては、「垣又はさくの構造

の制限」として、倒壊しやすいとされるブロック塀などの構造や高さを制限する

ことができます。 

●世田谷区では「地区街づくり計画」において、災害に強い街づくりを実現するため

に、建物を建てる敷地において、河川・下水道等への雨水の流出を抑制する雨水浸

透施設の設置を誘導するルールを定めることもできます。 

●今後、皆様のご意見を踏まえ、区から提案をさせていただき、皆様と意見交換をさ

せていただきたいと考えています。 
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＜Ｃ 中学校や高等学校、大学等がある地区 について＞ 

・大学等の良好な緑の環境の確保。 

・なるべく今の姿を残すようにしてほしい。木があれだけの高さになるには５０年以上

かかります。これだけは人間の力で早めることはできません。 

 

＜Ｄ 淡島通りとの交差部や三角橋交差点に位置し、住宅と店舗、事務所等が複合する

建物がある地区がある地区 について＞ 

・東大や駒場公園の近くは、緑が多い環境に配慮した開発を望む。 

＜沿道地区全体について＞ 

・敷地の緑化は大切だと思う。桜等広葉樹は風で根が動き、防災には不向きだと思う。 

・沿道地域の樹木計画は住民の意見を特に聞き入れて欲しいです。 

・すべての区間で樹木、緑を多くして欲しい。 

 

意見： 

・京王井の頭線南側の狭い道路は電柱の地中化をしてほしい。 

・共同溝による無電柱化を進め、後に続く住宅等にもその恩恵が行き渡る様にしてほし

い。 

・道路整備の折角の機会に無電柱化をしないのは、後々の財政負担となり、全くの無駄。

実現すべき。 

・都市計画道路は無電柱化が計画されているので、京王井の頭線の池ノ上駅から東へ向

かうところなどは拡幅するだけでなく無電柱化してほしい。 

●緑の多い環境を実現するための具体的な方策として、世田谷区では「世田谷区み

どりの基本条例」や、「都市緑地法」に基づく緑化地域制度により、建物を建てる

敷地の面積に応じて、敷地内の緑化基準を定めています。 

●さらに、「地区街づくり計画」において、建物の建つ敷地における緑化促進策とし

て地区独自のルールを定めることもできます。今後、皆様のご意見を踏まえ、区か

ら提案をさせていただき、皆様と意見交換をさせていただきたいと考えています。 

●補助２６号線については電線の無電柱化を行う計画と東京都より説明を受けてい

ます。 

●区では、計画的に無電柱化を推進するにあたり「世田谷区無電柱化推進計画」や

「世田谷区無電柱化整備５ヵ年計画」を策定して計画的に無電柱化に取り組んで

おりますが、基本的に無電柱化は歩道のある道路で行われています。 

●歩道のない狭あいな道路の無電柱化は、地中配管のスペースや地上機器の設置場

所など技術的な課題が多く、整備が進んでいないのが実態です。補助２６号線の

沿道３０ｍの範囲にある区道においても、歩道のない道路での無電柱化の取り組

みは課題であると認識しております。 
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意見： 

・バス路線の導入は可能でしょうか。 

・道路を広げることにより、既住民にとってメリットになるバス路線（地域巡回バス等）

を設定してほしい。 

・フルサイズのバスではなくミニバスでも良い。 

・現在は南北の交通がないので、将来的に道路ができると品川まで行ける交通機関にな

る可能性が十分ある。折角、道路を造るのだからバスが通れるようにした方が良いと

思う。 

・２階建てバスも高さは３.８ｍであるため、４.５ｍあれば十分通れると思う。我々とす

ると渋谷に出るのは便利だが、三軒茶屋まですごく不便なところなので、区でそのバ

スを設定して欲しい。茶沢通りに出れば何本もバスがあるのは知っているが、是非区

にお願いしたい。 

 

意見： 

・駒場東大前から池ノ上へ行く場合、京王井の頭線南側の道路を迂回することなく、車

が進めるように一方通行をなくしてほしい。 

・建物よりまず道路整備が必要。ステッキをついて歩けないような細いガタガタ道や行

き止まりの道も多い。 

・高低差の大きい地域なので、それを活かした街づくりの機会に人や自転車が通りやす

い道路を整備して欲しい。 

・大きな道路ができたとしても、住宅と住宅の間はとても狭く、消防車も入れないよう

な道がある。 

・人や車等が通りやすく、災害時にも安全な道路整備。（区の道路の拡張） 

・京王井の頭線沿いの南側道路は拡幅が必要。 

・学校への通学時の安全。事故が起きないよう配慮した道路計画。 

 

意見： 

・少数派の意見も十分汲み入れた形で懇談会を進行してほしい。人数制限をした懇談会

での意見収集は無理があるのではないか。 

●世田谷区では、南北方向の公共交通の強化、公共交通不便地域の解消に向けて、バ

ス路線網の充実に取り組んでおり、今後、都市計画道路の整備などを契機に、バス

事業者等と協議、検討してまいります。 

●皆様のご意見を東京都へ伝えていくとともに、今後、東京都が補助２６号線と周

辺道路の取り付け等について詳細を検討していく中で、調整していきます。 
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・地区計画や街づくり計画に触れるのであれば、もっと広い地域の人を集めて議論する

べきではないか。 

・地区計画や地区街づくり計画について触れるのであれば、もっと広範囲（少なくとも

代沢一丁目は全域）に周知するべきと考えます。「街づくりニュース」でも構わないの

で、全戸配布を行う必要があるのではないでしょうか。ホームページで公開はしてい

ますか。 

・懇談会に参加する人は１割程度で、後で知らなかったという人が必ず出てくる。高齢

者やＰＴＡ、学校、町会などの意見も聞いた方が良いのではないか。 

・「街づくりニュース」を町会の回覧板に入れて、住民に関心を持ってもらえるようにし

てほしい。 

 

意見： 

・町会でもしっかりと住民の意見をまとめて出すように要望してはいかがでしょうか。 

●コロナ禍においても、多くの皆様に懇談会へ参加いただけるよう、より広い会場

を確保してきます。 

●現在、「街づくりニュース」の配布範囲は、補助２６号線の沿道おおむね３０ｍの

範囲にお住まいの方と土地や建物を所有する方に配布・郵送しているほか、ご希

望の方には個別に配布・郵送もしています。また、補助２６号線に関係のある「代

沢２丁目北町会」、「下代田東町会」、「北沢１丁目町会」、「東北沢自治会」、「都営代

沢１丁目アパート」の各町会等の会長又は副会長の方へ、街づくりニュースをお

配りし、掲示板への掲出などのご協力をお願いしております。 

●「補助２６号線街づくり懇談会」の配布資料や「街づくりニュース」は、全て世田

谷区のホームページに掲載しています。また、これまでの懇談会における配布資

料やこれまで発行した「街づくりニュース」は、世田谷区北沢総合支所街づくり課

及び目黒区都市整備課の窓口でもお渡ししており、街づくりに関するご意見等に

つきましても、世田谷区及び目黒区、両区の窓口やお電話などでお受けしていま

すので、お気軽にお問い合わせください。 
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意見： 

・対面式の懇談会も必要だが、オンラインでの開催も希望します。内容は同じで良い。 

・２か月ごとに意見を聞いてみてはいかがでしょうか。 

 

意見： 

・良かったと思います。もっと時間を増やして良いです。５時間から６時間。 

・他の人の意見について、なぜそういった意見を持ったのか聞きたいと思った。 

・最初の説明が長い。メールの送信やホームページでの公開で資料を事前に配布すれば

良い。 

・資料内の年の表記を和暦ではなく、西暦にしていただけないでしょうか。和暦の表記

では何年前のことか分かりにくいです。 

 

●区では、令和元（2019）年５月に、下代田東町会から依頼を受け、町会の総会に

参加させていただき、補助２６号線の道路整備の概要や、沿道街づくりの取り組

みの概要についてご説明をさせていただきました。 

また、別の機会には、下代田東町会からの依頼を受け、補助２６号線沿道地区の模

型をお貸しし、役員の皆様の間で意見交換を行い、東京都に対して要望事項を取

りまとめ、提出されたと伺っています。 

●区が開催する街づくり懇談会で皆様からいただいたご意見・ご質問は、区から東

京都に情報提供し、共有しておりますが、各町会の皆様におかれましても、町会の

皆様でご意見を取りまとめ、要望されることは大切な取り組みであると考えます。 

●区といたしましても、町会からのご要望があれば、沿道街づくりの取り組みや、道

路整備の概要などについて、説明にうかがいます。 

●対面により皆様と意見交換をさせていただいている懇談会について、参加したい

と考えている全ての皆様がオンラインで参加できるとは限らないことや、オンラ

インの場合、参加者の皆様による活発な意見交換を行うことに限界があると考え

ており、現時点ではオンラインでの開催は難しいと考えています。 

●今後、区から、一定の内容を提案させていただき、その内容についてご意見・ご質

問をいただく段階になりましたら、動画配信による情報提供や、オンラインによ

る意見募集なども検討しています。 

●いただいたご意見を参考に、今後の懇談会につきましては、説明時間を短くし、意

見交換の時間を最大限確保するよういたします。 

●資料中の和暦表記につきましては、西暦を併記するよういたします。 



 
資料２ 

1



2

3



4

5



6

( )

( )

( )

( )

7



8

9



10

11



12

13



14



どの地区を Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

どのようにしたいか 用途・高さ

なぜそう思うか

兼用住宅でなくても、写
真❸のような日用品の
店舗ができるようにし
ておきたい。

今の静かな環境も魅力
だが、高齢になっても住
みやすいとよいので。

どの地区を Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

どのようにしたいか 用途・高さ

なぜそう思うか

店舗などを許容するとし
ても、写真❻くらいの
規模にしてほしい。

今の静かな環境を守り
たいので。

どの地区を Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

どのようにしたいか 用途・高さ

なぜそう思うか

高くても写真「イ」程
度にしてほしい。

低層住宅地を保ちたい
が、建替えて住み続けら
れるようにはなると良
いので。

どの地区を Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

どのようにしたいか 用途・高さ

なぜそう思うか

写真「カ」程度のマン
ションも何件かできる
と良い。

新たに住む若い人や高
齢になっても住み続け
られるように。

①
下記の「ふせん紙の記入イメージ」を
参考に、ふせんに意見を記入して下さい

② 職員等が受け取りに伺います

③ 意見を分類し、共有・整理します

沿道の地区ごとの具体的な将来イメージ（建物の用途、高さなど）

どの地区を

どのようにしたいか

なぜそう思うか

＜ふせん記入例＞ 建物の用途について

など

＜ふせん記入例＞ 建物の高さについて

■ 意見交換の進め方とふせん紙の記入イメージ

●意見交換のテーマ

●意見交換の流れ

参考資料

三角橋交差点に
位置する地区

都営住宅がある地区

主に戸建住宅やアパートなど
がある地区

学校がある地区

淡島通りとの交差部に
位置する地区

北沢一丁目

上原
三丁目

駒場四丁目

代沢一丁目

代沢二丁目

池尻
四丁目渋

谷
区

目黒区

世田谷区

Ａ

ＢＣＤ

Ｄ

●地区の区分

●ふせん紙の記入イメージ

など

これまでに懇談会で
頂いた主な意見を踏まえて…

ご記入ください。

たとえば… たとえば…

意見交換前に、「これまでに懇談会で
頂いた主な意見」をご紹介します。

➡記入時の参考として、４ページ、６ページに建物の用途や高さのイメージ写真を掲載しています。
1

令和３年７月２０日



できてほしい 現状

■これまでに懇談会で頂いた主な意見（建物の用途について）

できないでほしい

Ｂ
地
区

Ｃ
地
区

Ｄ
地
区

Ａ
地
区

・図書館

・老人ホーム

・保育施設

・介護施設

・防災備蓄倉庫

・交番

・病院

・日用品店舗（コンビニ、買い物出来る場所）

・飲食店（カフェ、レストラン）

・防火商業ビル

・学習塾

・教育に関連する施設

・保健所

・ホテル

・トランクルーム

・ワンルームマンション
　（共同住宅）

・ホテル

・パチンコ店

・ゲームセンター

・戸建住宅

・アパート

・兼用住宅
 （事務所等）

など

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域
第一種住居地域

第一種中高層住居専用地域
第一種低層住居専用地域

第一種住居地域・近隣商業地域

近隣商業地域

・事務所

・店舗

・住宅 など

・一部にスーパー

前のボードを⽤いてご説明します。
⽂字など⾒えにくい場合、こちらの資料をご参照ください。 2

図書館 戸建住宅

アパート

兼用住宅

・都営住宅
　（共同住宅）
都営住宅

・東京大学

・松蔭中学・高等学校（学校）

東京大学

松蔭中学・高等学校

事務所

店舗

住宅 

パチンコ店

ゲームセンター

ホテル

ワンルームマンション

老人ホーム

保育施設

介護施設

防災備蓄倉庫

交番

病院

日用品店舗

飲食店

防火商業ビル

学習塾

教育に関連する施設

保健所

ホテル

トランクルーム

スーパー

・カフェ

・レストラン

カフェ

レストラン

・生活利便性の向上
のために

・高齢化に備えて、
生活維持のために
必要なので 　など

生活利便性の向上

高齢化に備えて、
生活維持

・高齢者が孤立しな
いよう若い世代も
住む活気のある街
になると良いので

　　　　　　　など

高齢者が孤立しな
いよう若い世代も
住む活気のある街

・今の静かな街に愛着
を持っているので

・病院も日用品店も徒
歩圏内にたくさんあ
るので 　　など

今の静かな街に愛着
を持っている

歩圏内にたくさんあ
病院も日用品店も徒

る

になると良い



⾼い建物は避けてほしい ある程度⾼い建物が建つようになるといい

■これまでに懇談会で頂いた主な意見（建物の高さについて）

3
前のボードを⽤いてご説明します。
⽂字など⾒えにくい場合、こちらの資料をご参照ください。

現状

・高さ１０ｍのままがよい

・高い建物は避けてほしい ・４～５階建て

・今以上の高さは望ましくない（東大）

・４～５階建て

・高さ１５～１６ｍ

１０ｍの

今以上の高さは望ましくない

高い建物は避けてほしい ４～５階建て

４～５階建て

１５～１６ｍ

高さの最高限度は、１０ｍ

高さの最高限度は、１６ｍ
淡島通り側２５ｍ

高さの最高限度は、
世田谷区側２５ｍ
目黒区側　２０ｍ

高さの最高限度は、
世田谷区側１０ｍ、１９ｍ、２８ｍ
目黒区側　１０ｍ、１７ｍ、２０ｍ

・空が見えるような
低層住宅地を維持
したい

・日照は大事なので、
高い建物は建てな
いでほしい 　など

空が見えるような
低層住宅地を維持

高い建物は建てな
日照は大事なので、

い

・建替えて住み続けた
いので

・マンションなどが出
来て近くに住み続け
られるといいので

　　　　　　　　など

建替えて住み続けた
い

来て近くに住み続け
マンションなどが出

られるといい

Ｂ
地
区

Ａ
地
区

Ｄ
地
区

Ｃ
地
区



■ 建物の用途のイメージについて

4

店
舗
面
積
が
小
さ
い

店
舗
面
積
が
大
き
い ❹ スーパーマーケット

店舗面積：約１,１５０㎡

日用品等の販売を行う店舗

❷ ミニスーパー

店舗面積：約１５０㎡

❸ ドラッグストア

店舗面積：約６００㎡

❶ パン屋（店舗兼用住宅）

店舗面積：約５０㎡

❽ ファミリーレストラン

店舗面積：約９６０㎡

飲食業の店舗

❻ カフェ

店舗面積：約１６０㎡

❼ 飲食店

店舗面積：約５２０㎡

❺ 喫茶店（店舗兼用住宅）

店舗面積：約５０㎡

その他の用途

❿ パチンコ店

店舗面積：約４１０㎡

⓫ 自動車販売店

店舗面積：約４４０㎡

⓬ 病院

延床面積：約２,４２０㎡

❾ ビジネスホテル

延床面積：約２１０㎡



＜参考＞世田谷区「建築ガイド」令和３年５月 P20,21抜粋

現在の
用途地域

Ａ主に戸建住宅
やアパートが
ある地区

Ｄ三角橋交差点・
淡島通りとの交差部
に位置する地区

Ｂ都営住宅
がある地区

Ｃ学校が
ある地区
の一部

Ｃ学校が
ある地区
の一部

Ｂ都営住宅
がある地区

Ｃ学校が
ある地区

Ｃ学校が
ある地区
の一部の一部

5



■ 建物の高さのイメージについて

「建物高さ１２ｍ」のルールが定められている街並みの事例

１２ｍ程度（例えば３～４階建て程度）
の高さの建物による街並みのイメージ

１６ｍ程度（例えば４～５階建て程度）
の高さの建物による街並みのイメージ

「建物高さ１７ｍ」のルールが定められている街並みの事例

ア）

イ）

ウ）

エ）

オ）

カ）

6



＜参考＞世田谷区「建築ガイド」令和３年５月 P27,28抜粋

Ａ主に戸建住宅やアパートがある地区
Ｃ学校がある地区の一部

Ａ主に戸建住宅やアパートが
ある地区

Ｃ学校がある地区の一部

Ｂ都営住宅が
ある地区の一部

Ｃ学校が
ある地区

Ｃ学校がある地区の一部
Ｄ三角橋交差点・淡島通りとの
交差部に位置する地区

7

Ｂ

Ｃ

Ｂの一部、Ｄの一部

Ｃの一部

※Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄについて、
現在のルールをお示ししています。

Ｂ都営住宅がある地区

※目黒区の、Ｃ学校がある地区の一部、Ｄ三角橋交差点に位置する地区の
絶対高さ制限は、それぞれ１７ｍ（Ｃ）、２０ｍ（Ｄ）となっています。



アンケートのお願い 
（第８回 補助２６号線沿道地区街づくり懇談会） 

 

皆様のご意見を、ご自由にお書きください。 

■ 本日の街づくり懇談会について、ご感想をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 補助 26 号線沿道地区の街づくりについて、ご意見をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お帰りの際に職員にお渡しください。 

※後日提出される方は、郵送・ＦＡＸ・窓口持参のいずれの方法でも提出できます。 

 世田谷区北沢総合支所街づくり課（担当 及川、岡崎、長岡） 

  住所：〒１５５－８６６６ 世田谷区北沢２－８－１８ 北沢タウンホール１１階 

  電話：０３－５４７８－８０７３ ＦＡＸ：０３－５４７８－８０１９ 

 目黒区都市整備部都市整備課（担当 田島、日下、渡部） 

  住所：〒１５３－８５７３ 目黒区上目黒２－１９－１５ 目黒区役所６階 

  電話：０３－５７２２－６８４６ ＦＡＸ：０３－５７２２－９２３９ 

※アンケートは、補助２６号線沿道地区街づくりの検討以外の目的では使用いたしません。 

 


